
児童育成クラブ令和7年度学年末・令和8年度学年始一時入会のご案内 
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１．対象児童と提出書類について                                 
 

対象児童 

（以下の全てに該当する方） 
提出書類 

〇小学校１年生～６年生 〇児童育成クラブ入会申請書 

 家族・児童の状況調書（申請書裏面） 

〇児童育成クラブ保育料の滞納がない

こと 

〇延長保育申請兼登録書（必要な方のみ） 

〇次の理由（ア～エ）により保護者が昼

間に児童の養育することが困難であ

り、かつ、同居の親族その他の者にお

いても養育に当たることができない

と認められること 

〇左欄の理由（ア～エ）に応じた次の書類 

 ア 保護者の就労 

（求職中での申請は不可） 

 ア－１（会社勤務の方）…就労証明書（※） 

  ア－２（自営業の方）…就労証明書（※）および確定申告書等

（最新年分）の営業実態を確認できる書類（写し可） 

但し、開業後間もない場合は開業届の写しも可とする。 

 イ 産前産後（出産月を除く産前２

か月から産後６か月まで） 

 イ－１（産前） 

母子健康手帳等、出産予定日が確認できるもの（写し可） 

  イ－２（産後） 

出生証明書や母子健康手帳等の出産日が確認できるもの

（写し可） 

 ウ 保護者の疾病  医師の診断書（写し可） 

 エ 就業を目的とした職業訓練、学

校への就学 
 

就学を証明する書類および時間割と就学期間が分かるもの

（写し可） 

※就労証明書等添付書類の有効期限は証明日から３か月以内のもので、併願申請する場合や兄弟姉妹等

で同時申請される場合は、コピーを取りそれぞれに添付してください。保育所等へも申請される場合は

その写しでも可能です。 

・障害のある児童は、その程度が中程度で集団生活を行うことができる児童が対象となります。「放課

後等デイサービス」の申込については、発達支援センター（TEL：077-569-0353）へお問合せくだ

さい。  

児童育成クラブでは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および学校休業

日に、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図っています。草津市には、公設児童育成

クラブ「のびっ子」が14箇所、民設児童育成クラブが２４箇所あります。                            

（令和 8年度4月開設予定の小学校区：老上1箇所） 
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２．学年末・学年始一時入会受付期間と提出先 ※土曜日の受付はクラブのみ                                     

学年末・学年始一時入会

受付期間 
結果通知発送時期 提出先 

2 月 2 日（月） 

～2 月 20 日（金） 
・学年末は 2 月下旬 

・学年始は 3 月下旬 

各児童育成クラブまたはこども若者政策課（市役

所さわやか保健センター2 階）※土曜日の受付は

クラブのみ（開所状況を事前に確認ください） 

・学年末・学年始期間、別々に申請書が必要です。（学年は其々の学年を明記してください。） 

・併願して申請する場合は、各々のクラブへ申請が必要です。 

・複数のクラブから入会許可を得た場合は、入会しないクラブへ速やかに入会辞退の連絡をして

ください。 

 

３．学年末・学年始一時入会の開設日・時間、保育料について                          
 

開設日        

（基本保育時間は 8 時 30 分   

～17 時 30 分） 

基本保育料 

延長保育料 

午前 

8 時～8 時 30 分 

午後 

17 時 30 分～19 時 

学年末 

3 月 25 日～3 月 31 日 
3,000 円 300 円 

500 円 

※200 円/回（2 回まで） 

学年始 

4 月 1 日～4 月 8 日 
3,500 円 400 円 

600 円 

※200 円/回（2 回まで） 

※スポット料金…延長保育を登録していない方が、やむを得ない理由で延長保育を利用する場

合の料金であり、上記回数を超えた場合、月額料金となります。 

・休所日は、日曜日、祝日 

・台風や災害が起きた場合、感染症等において学級閉鎖になった場合は学校に準じます。 

・土曜日および学校休業期間の登所と全ての降所については、保護者または保護者の依頼を受け

た 18 歳以上（※）の方による送迎が必要となります。また、お住まいの学区外の学校（私立小

学校等）に通学している児童は、学校課業期間も登所の際に送迎が必要です。 

（※18 歳を迎えた初めの 3 月 31 日を超えた方） 

 

4．その他                                          
 

 ・ひとり親家庭、非課税世帯など、入会児童の世帯状況により、保育料が減免できる場合がありま

す。詳しくはお問合せください。（入会期間毎に、申請が必要となります） 

 ・保育料以外に、おやつ代や行事代など、実費負担が必要となります。 

 ・学校休業期間および学校給食がない日は、お弁当の持参が必要となります。 

 ・公設クラブの入会は、通学されている小学校区の施設のみとなります。 

 ・民設クラブの通所可能小学校区や独自延長保育時間等については、各クラブへ直接お問合せく

ださい。 
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５．募集人数（入会児童数の状況により変動する可能性があります。）                                          

※学年末期間の募集 

 

公設児童育成クラブ 人数 

「のびっ子」老上西、玉川、山田 １１～１６人程度 

「のびっ子」矢倉、南笠東 ７～８人程度 

「のびっ子」笠縫、笠縫東 ４人程度 

「のびっ子」大路 １人程度 

「のびっ子」志津、志津南、草津、渋川、老上、常盤 募集なしまたは若干名 

民設児童育成クラブ 人数 

スポキッズ志津         （青地町、TEL070-1482-8919） ２５人程度 

Global English 志津      （青地町、TEL050-3749-3312） １７人程度 

KRM 児童育成クラブ  志津     （青地町、TEL516-1515） １０人程度 

KRM 児童育成クラブ 志津南  （青地町、TEL516-1515） ７人程度 

みんなの家第２にこに子        （岡本町、TEL516-4501） ２人程度 

くじら             （草津一、TEL563-1010） １７人程度 

スポキッズ草津                （草津一、TEL070-1482-8911） １５人程度 

スポキッズ大路        （大路二、TEL070-1482-8937） １５人程度 

さくら （西渋川二、TEL596-5500） １人程度 

KRM 児童育成クラブ渋川 （渋川二、TEL599-0741） ２８人程度 

Kid`s＆More 南草津 （東矢倉二、TEL574-8555） ２８人程度 

Kid`s＆More 老上 （南草津四、TEL599-1662） １人程度 

スポキッズ老上 （野路町、TEL070-1482-8912） 募集なしまたは若干名 

KRM 児童育成クラブ老上 （野路町、TEL599-0736） ２４人程度 

スポキッズ老上第二 （野路町、TEL080-4684-9363） ４人程度 

博愛児童クラブ （矢橋町、TEL563-1902） 募集なしまたは若干名 

KRM 児童育成クラブ矢橋 （矢橋町、TEL598-1828） ３２人程度 

Kid`s＆More 玉川 （野路七、TEL585-9139） １５人程度 

スポキッズ玉川 （野路九、TEL070-1482-8935） ５人程度 

スポキッズ南笠東 （笠山一、TEL070-1482-8906） １２人程度 

みんなの家にこに子 （上笠二、TEL585-9431） ６人程度 

フレンズ （上笠三、TEL584-4967） ２５人程度 

スポキッズ笠縫 （上笠四、TEL070-1482-8921） ７人程度 

KRM 児童育成クラブ駒井沢 （駒井沢町、TEL567-1616） ３７人程度 

スポキッズ笠縫東 （野村五、TEL080-3503-5874） １２人程度 

※学年始期間の募集 

   令和８年度新規入会者（通年）を調整後、空き席への御案内となります。入会希望者が定員を

超えるクラブでは、受入れができませんのであらかじめ御了承ください。令和８年 4 月から開

設の民設児童育成クラブスポキッズプリム老上（077-563-8477）は学年始のみの募集となり

ます。 

   

 
《 お問合せ・申請書類提出先 》申請にあたっては二次元コードを御確認ください 

各児童育成クラブ（一覧のとおり）またはこども若者政策課（さわやか保健センター2階） 

TEL：077-562-7882、FAX：077-561-6780 

（民設児童育成クラブに関しては、各クラブへ直接お問合せください） 

 

 


